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予算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和５年１１月９日（木） 午前 ９時５０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    斧田 秀明    副委員長   䭜本  馨 

        委  員    建石 良明           西田いく子 

                藤井千代美           森田 忠彦 

                村井 浩二           䭜本 博之 

                中村 直幸 

        議  長    山田  強 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町    長  田中 祐二   健康福祉部長  子安 逸二 

        副 町 長  齋藤 健吾   教 育 次 長  池田 貴則 

        教 育 長  中道 雅夫   秘書政策課長  西本 武史 

        政策総務部長  小角 孝彦   企画担当課長  小泉 大吾 

        まちづくり推進部長  村上 正規   総務財政課長  小南 考弘 

６ 議会事務局  事 務 局 長  正野  正   書    記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）議案第35号 令和５年度太子町一般会計補正予算（第８号） 
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午前 ９時５０分 開 会 

○斧田委員長 皆さん、本会議に続きまして予算常任委員会を開催させていただきました

ところ、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 予算常任委員会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には本会議に引き続き、お集まりをいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 さて、本委員会に付託されました案件でございますが、令和５年度太子町一般会計補

正予算（第８号）の１件でございます。 

 何とぞよろしくご審議いただきますようお願いを申し上げまして、簡単ではございま

すが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 

○斧田委員長 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 これより委員会を開会いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、補正予算案件が１件でございます。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。 

 それでは、議案第３５号、令和５年度太子町一般会計補正予算（第８号）、これを議

題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○小角政策総務部長 おはようございます。 

 それでは、本件の説明に入ります前に、１１月２日、議員全員協議会におきましてご

説明いたしました、地域公共交通活性化協議会における経費の内訳につきまして、質疑

応答の中で詳細な説明を求められました点、新たに用意しております資料に基づきまし

て、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 その後、本補正予算の説明をさせていただきたいと思うんですけれども、委員長よろ

しいでしょうか。 

○斧田委員長 ただいま提案のとおりの説明で構いませんので、続けてください。 

○小角政策総務部長 それでは、経費の内訳につきまして、担当課長のほうよりご説明さ

せていただきます。資料のほうは、予算常任委員会のフォルダーの予算説明資料２、参
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考の２になっていますが、よろしいでしょうか。 

○斧田委員長 皆さんよろしいですか。それでは説明のほうを。 

○西本秘書政策課長 おはようございます。 

 それでは、私のほうからご説明申し上げます。 

 資料は２枚をご用意しております。１枚目は全員協議会でもお示ししました内容を中

心に記載しております。全員協議会では左上の経費内訳の表に基づきまして、項目ごと

に代替交通の導入に係る初期的経費である導入経費と通常の運行等に係る経常的経費と

を記載し説明いたしましたが、詳細の資料として整理したものを２枚目につけておりま

すので、改めて２枚目をよろしくお願いいたします。 

 ２枚目、経費内訳詳細の欄をご覧ください。①委員報酬等については４万３千円で、

会議に要する費用として、活性化協議会委員の学識経験者及び住民代表委員などに対す

る報酬費用及び交通費、費用弁償に要するものです。４市町村の負担割合は、会議費の

合計額を均等に負担することとしております。 

 ２番目、事務費については導入経費として６万７千円を見込んでいます。備品購入に

係る費用として、パソコン等の購入や公印作成に要するものです。右側の経常経費は２

万１千円を見込んでおり、コピー用紙等の消耗品や職員旅費等の協議会事務の執行に係

る経費を計上しています。導入経費、経常経費ともに事務費の合計額を４市町村で均等

負担したものでございます。 

 ３番目、運行経費については、経常経費として９０８万１千円を見込んでいます。代

替交通としての路線バス運行に要する経費で、運賃等の収入見込額を控除したものです。

運賃収入は、現在の金剛バスの各路線の利用者数の２分の１として試算しています。本

町の対象路線は、町域を通過する喜志循環線と阪南線の２路線です。費用負担は、距離

ごとの営業距離で費用按分をしたものです。 

 ４番目、印刷製本費については、経常経費として２３万円を見込んでいます。印刷製

本費は、時刻表、路線図等の作成に係る経費で、費用負担は各市町村が印刷製本に要し

た実費負担としています。 

 ５番目、定期券発行手数料については、導入経費として８０万３千円を見込んでいま

す。定期券の販売に係るシステム構築費、委託費等の経費で、スマホ定期券導入に係る

システム構築を予定しています。右側の経常経費としては８１万８千円を見込んでおり、

スマホ定期券販売手数料、紙定期の販売委託料等に係る経費を計上しています。導入経
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費、経常経費ともに、４市町村の費用負担は、路線区間ごとの営業距離で按分をしてい

ます。 

 ６番、バス初期経費については導入経費として６１０万３千円を見込んでおり、停留

所設置費として、バス標柱費用や、運賃設定、車内放送における音声案内設定などのシ

ステム等の経費を見込んでいます。費用負担としましては、停留所設置費は太子町が設

置に要する額を見込み、システム改修費は、路線ごとの営業距離按分をしております。 

 ７番、休憩所については、導入経費として、８９３万１千円を見込んでいます。休憩

所は、近鉄富田林駅前と喜志駅前に設ける予定としておりますが、太子町においては、

喜志駅に設置する運転士の休憩所に係る経費として、設計費、工事費等、その整備費に

伴う経費を見込んでいます。右側の経常経費としては２５万４千円を見込んでおり、喜

志駅休憩所の賃借料、清掃費、清掃等の委託料の経費を見込んでいます。導入経費、経

常経費ともに、費用負担は、当該路線の営業距離で按分した額としています。 

 次に、市町村の負担割合をご覧ください。 

 この表は、路線ごとの負担割合を示しています。例えば喜志循環線は、全営業距離の

うち、富田林市地域を通過する距離が全営業距離のうち３２.６５％、太子町域を通過

する距離が６７.３５％あるということで、運行経費などは、この負担割合を基に費用

按分しています。 

 戻っていただきまして、１枚目をお願いいたします。 

 このようにして算出いたしました本町に係る導入経費が合計１千５９０万４千円、経

常経費が１千４４万７千円、合計しまして２千６３５万１千円となります。参考までに、

他市町村の令和５年１２月２１日から令和６年３月３１日までの負担額を右下に記載し

ています。なお左下、太子町の地域公共交通運営に係る全体概算事業費としまして、経

常的経費の年間換算したものを記載しております。現コミュニティバスの運行に約１千

７００万円、それに新規のコミュニティバスの運行の経常経費が約２千２００万円を見

込んでおり、４市町村の活性化協議会負担金の経常的経費の年間換算したものが約３千

８００万円となりまして、合計、端数調整はございますが、年間８千万円が今後の運行

に必要という形の試算が出ております。 

 改めまして、路線バス協力事業者による、本年１２月２１日から令和６年３月３１日

までの期間の運行経費等の本町負担分、２千６３５万１千円を本補正予算で、４市町村

共同設置の地域公共交通活性化協議会に対する負担金として計上しておりますので、よ
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ろしくお願いいたします。 

 以上が説明となります。よろしくお願いします。 

○小角政策総務部長 それでは、議案第３５号、令和５年度太子町一般会計補正予算（第

８号）についてご説明申し上げます。 

 それでは、補正予算書の１頁をお願いいたします。 

 第１条の歳入歳出予算の補正ですが、第１項の既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ４千２０７万１千円を追加し、歳入歳出の総額を６４億５千５３３万４千円

とするものでございます。 

 それでは、補正内容についてご説明申し上げます。補正予算書の８頁、９頁をお願い

いたします。 

 歳出についてご説明申し上げます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額１千万円の増額。事業別区分

１２の基金積立事務事業１千万円の増額に関しましては、金剛自動車のバス事業廃止に

伴い、コミュニティバス運行に伴う経費等に充てるため、ふるさと太子応援基金積立金

を計上しております。 

 １０目企画費、補正額３千２０７万１千円の増額は、事業別区分５の地域公共交通事

業２千６３５万１千円、１８節負担金補助及び交付金で金剛自動車バス事業廃止に伴う

路線バス協力事業者が運行する令和５年１２月２１日から令和６年３月３１日までの期

間の路線の運行経費などを４市町村共同設置の地域公共交通活性化協議会に対する負担

金として計上しております。 

 事業別区分９のクラウドファンディング寄付事業５７２万円は、１２節委託料でクラ

ウドファンディングの実施により、コミュニティバス運行経費の一部を寄付金により募

る事業実施のため、寄付金業務委託料を計上しております。 

 続きまして、歳入でございます。６頁、７頁をお願いいたします。 

 １８款寄付金、１項寄付金、１目指定寄付金、２節クラウドファンディング寄付金１

千万円の増額で、クラウドファンディング寄付金として予算措置を行うものでございま

す。 

 １９款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、１節財政調整基金繰入金

２千６３５万１千円の増額で、財源調整として予算措置するものでございます。 

 ３目ふるさと太子応援基金繰入金、１節ふるさと太子応援基金繰入金５７２万円の増
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額で、ふるさと太子応援基金繰入金として予算措置するものでございます。 

 説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申

し上げます。 

○斧田委員長 ただいま議員全員協議会での補足及び歳入、歳出について説明がありまし

た。 

 これより、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

○建石委員 今までこの問題についていろいろ説明を受けたり協議をしてきたわけなんで

すけど、もう一度確認の意味で全体的な観点からちょっとお聞きしたいんですけれども、

まず喜志循環線の近鉄バスが運行するということを聞いております、この運行は協議会

から委託するのか、それとも太子町から委託するのか、その点についてどうでしょうか。 

○西本秘書政策課長 広域協議会と近鉄バスで協定書を締結いたします。その協定の締結

に基づきまして、協議会から運行を委託いたします。 

○建石委員 今、課長から説明があったんですけど、近鉄バスとの協定書を締結して、広

域協議会を置いて運行を委託するということなんですけど、その内容を教えてもらうこ

とはできますか。 

○西本秘書政策課長 来週行われます１６日の広域協議会で、最終決定する運行内容に基

づきまして、今後近鉄バスさんと協議して決定していく予定です。期間は今年度末とな

る予定としております。 

○建石委員 今この資料の中で、期間的には令和５年１２月２１日から令和６年３月３１

日ということに今なっているんですけれども、説明していただきましたけれども、この

バスを運行するに当たっては、車両の手配は近鉄バスがするのか、それとも協議会がす

るのか、あるいは太子町がするのか、その辺のところはどうでしょうか。 

○西本秘書政策課長 委託経費の見積上は、車両購入の減価償却費用が含まれております。

ただ実際に新規購入するかもしくは近鉄バスさんの所有している既存の車両を活用する

かにつきましては、バス会社さんの判断になるというふうには聞いております。ただ、

協定の締結に際しましては、経費が過大にならないように精査はしていっていただくよ

うに、本町からも求めてまいりたいというふうに考えております。 

○建石委員 全体的に質問させていただいているんですけど、やっぱり一番懸念されるの

は、この事業に対しての資本投下あるいは税金投下だと思います。もし新規購入をした

場合には、当然減価償却費等々が必要となってきます。それから、このバスの運行に関
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しては、住民の方々が乗る人もあれば、利用する人もある。また、利用されない部分も

あって不公平感が生じてくると思われます。もし、公共交通事業が単年度契約になった

場合、またあるいは毎年、近鉄さんとの交渉の締結において見直していかれるのか、ま

た、車両に関しても、今後、レンタル方式でいくのか、新規購入でいくのか、新規購入

でいくのであれば先ほども申し出がありましたように、減価償却費等々のランニングコ

ストが必要になってきます。こういったことがないように、例えば仮に単年度契約であ

れば、その都度その都度の契約において、対相手方さんと見直しということができるの

でね。今後、特に新規購入、あるいはレンタル、リース等々の方式においても、いろん

なことを考えながら、当然今後、５年、１０年、行く末を見詰めながら、事業者等の対

応が必要になってきますので、その辺のところはきっちり明確に、今後近鉄バスさんな

りあるいはまた、ひょっとしたらどこか代替事業者との契約になるかもわかりませんの

で、やっぱりきめ細かい税金の使い方等々を十分考慮しながら、今後の事業に関しては

臨んでいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本（馨）副委員長 それでは、今回の予算措置、４千２０７万１千円は、寄付金、繰

越金、一般財源で賄うということなんですけれども、トータル的にその事業が１２月２

０日以降になった場合、今の説明では、約８千万円の経費が必要だと、見込みであると

いうことなんですが、その財源の内訳というか、一般会計で全て賄うのですか。それと

も、また、国からの補助金があるのであればどのくらい補助金があるのか。 

○西本秘書政策課長 今ご質問いただきました年間８千万円、経常的な運行経費というこ

とで、次年度以降これぐらいがかかるだろうという見込みの額でございます。今おっし

ゃいました国からの補助金というところでも、国土交通省のほうから地域間幹線系統へ

の補助ということで、そういう補助があったりします。補助率が２分の１でそういう補

助制度がございます。ただ一定の条件がございますが、そういった国の補助制度なども

考えながら、今後歳入の区分については考えていく必要があるというふうに考えており

ます。 

○嚨本（馨）副委員長 それでは、一般財源で今後、賄うということでよろしいんですね。 

○西本秘書政策課長 当然一旦はベースとしては一般財源で考えております。ただ、可能

な限り、今申し上げたような補助制度に手を挙げながら、歳入確保に努めていきたいと

いうふうに考えております。 
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○嚨本（馨）副委員長 補助制度を考えるということですけど、例えばこの問題が９月中

頃に出たと。世の中を騒がせたと。そうすると、現状ではその後からどんどん出てきて

いるわけですね。枚方市だとか奈良県の生駒市だとか、どんどん駄目だと手を挙げてき

ている。要は誰かが、運営会社が、東京の都心のほうでもそういうふうな運転士か何か、

もうけか何かで無理だということでバンザイというか、手を挙げてきている。そうする

と取っかかりが欲しかったんだと思いますね。例えば金剛バスが先に手を挙げてしまっ

たから、俺も俺もとなったと。 

 ではそれで将来的にそういうふうな路線の、全国的にそういうのが出てきた場合に、

国もそこまで今だったらまだ金剛バスだけだからいけるかもしれないけれども、全国的

にどんどんどんどん出てきた場合、もう国が面倒を見切れないよと、おまえたち勝手に

やってくれよということになった場合は、結局、うちらの予算でやらなければならない

ということを考えないといけない。 

 １１月２日の全員協議会では、赤字路線という認識だというような答えが、誰かが発

言されているんですけれども、そうなると、結局はお金がない。では縮小する。バスが

廃止になるというようなことになりかねないから、その辺は、会計を担当する方は、財

源の確保というのに、どのようにやっぱり考えているというか、一般財源で必ず必要な

部分を投じる、確保するような考え方がもしあれば。 

○西本秘書政策課長 お答えになっているかどうか、財源確保は、国の制度が縮小される

かもしれないという中のその中でもどういうふうに考えるのだというご質問でございま

すが、今回、先ほど部長のほうからも説明がありましたように、並行しましてクラウド

ファンディングによりまして寄付を募ることも考えております。そういった取組も並行

して考えながら、いろんな手法の歳入確保に努めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

○森田委員 非常に、市町村でこの割当てとか金額は決められたけれども、私は高いとか

安いとかいう判断は今、太子町で使っているコミュニティバスを基準にするわけですの

で、ですから、取りあえず今、太子町のコミュニティバスは１日大体何キロ走るのか、

そして喜志から金剛バスが今走っている循環バスが何キロ走るのか、それは分かりませ

んか。 

○西本秘書政策課長 ちょっと記憶が不確かなところもございますが、今本町が運行して

おりますコミュニティバスの１日の運行距離は、平日で１８０キロメートルから２００
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キロメートルぐらいだったかと記憶しております。それが１つ。 

 それと、次のご質問の喜志循環線の営業距離になりますが、こちらもすみません、今

手元に資料がございませんので、本当に概数の数字になりますが、記憶の中では１日、

１日といいますか、１循環、１ルートで１０キロメートルぐらいだったかと記憶してお

ります。それが今１５便走っておりますので、１日にしますと１５掛ける１０の１５０

キロメートルぐらいの、ちょっと記憶が定かではございませんので、概数ということで

ご理解いただきたいと思います。 

○森田委員 ということは、今、太子町で走っているコミュニティバスのほうが距離数は

たくさん走っているわけやな。それでたくさん走っていて、結局、今近鉄バスと交渉し

はったのは、来年３月末までで金額が９００万円近くで、それでコミュニティを第一交

通がやっているのは１年間走ってそれぐらいの金額でしょう。１千２００万円、この前

の入札だったら九百何ぼで１千１００万円ぐらいだったけれどもね。 

 それと、それで今回の場合は、近鉄バスが交渉している九百何万円の運行経費の中で、

金剛バスの運賃も近鉄が取るという格好ですね。 

○西本秘書政策課長 おっしゃるとおりです。 

○森田委員 ということは、４市町村で決めたのだからしょうがないけど、だから、そう

いう頭を残して、３月末でまた再契約するのであったら、そういう方向もちょっと考え

てやっていただいたらなと思います。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 今の確認で、この運行経費については、運行経費にかかる経費から運賃収入

を減じた額が、運行経費となるということでよろしいですね。 

○西本秘書政策課長 おっしゃるとおり、先ほど私がご説明しました資料の２枚目の３番

の項目、運行にかかる経費で、実経費から運賃収入を減じて得た費用という形で見込ん

でおります。 

○森田委員 ちょっと今の関連ですけど、運賃というのは、今現在の２分の１を見ている

とか何か書いてあったのと違いますの。ということは、それが近鉄のほうへ行くわけで

すね。 

○西本秘書政策課長 あくまでも予算でございますので、本来は利用者のそのままの運賃

を見込めばいいんですけれども、予算ということで、予算上、一旦２分の１相当を見込

んでいるということで予算計上させていただいています。実際の精算のときには、もち
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ろんその運賃分を控除するという計算になります。 

○森田委員 ということは実際の運賃が入った分は、近鉄バスが今交渉している九百何ぼ

から引けるわけですな。 

○西本秘書政策課長 運賃を実際引いた数字になります。引いた後の数字が、予算上は９

０８万１千円の、あくまでも見込みでございますが、計上しております。 

○森田委員 ということは、２分の１は分からんけれども２分の１を引いた額が九百何万

円でしょう。 

○西本秘書政策課長 おっしゃるとおりです。 

○森田委員 ということは、九百何万から、２分の１というのは、大体金額は幾らですの。 

○西本秘書政策課長 一例を申し上げますと、本町を通っております喜志循環線で、今運

賃収入の見込みを１千６００万円ほど見込んでおります。 

○森田委員 １千６００万円を見ているということは、近鉄バスと交渉するのは２分の１

で８００万円入るからというあれで今九百何万円で近鉄バスと契約するわけですか。 

○西本秘書政策課長 先ほどの私の説明不足でございます。元々喜志循環線としては、運

賃収入が一旦１千６００万円で見込んでいると。その中で、費用負担の割合というのが

ございます。この喜志循環線につきましては、富田林市市域と太子町域を通っておりま

すので、その費用負担割合の部分に相当する部分が太子町の喜志循環線の中で太子町の

部分を通る運賃収入の見込み。同じように、運行経費も一定かかってまいります。その

運行経費も喜志循環線の中で太子町の町域を通るだけの部分がございますので、太子町

を通るだけの部分の運行経費から、太子町を通る部分での運賃収入を差し引いた額が運

行経費という形で計上させていただいています。 

○齋藤副町長 運賃収入の件でございますけれども、今、課長から答弁させていただきま

したけれども喜志循環線の、いわゆる今回の令和５年度分の予算の積算に当たって、運

賃収入をどれぐらい見込んでいるかといいますと、喜志循環線だけで言うと１千６００

万円ぐらいを見込んでいます。ただ、課長から今発言があったように、喜志循環線につ

いては３対７、つまり、３が富田林市７が太子町ですので、つまり１０分の７分が太子

町分になりますので、１千６００万円掛ける１０分の７、大体１千１００万ぐらいが喜

志循環線に係る運賃収入の太子町という形になります。太子町については、喜志循環線

のほかに阪南線がございます。阪南線が一部通っていまして、阪南線については、太子

町は負担割合としては２割ぐらいです。富田市林が３割、それから河南町が５割という
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２対３対５という割合になっています。阪南線に関しては運賃収入が全体で１千４００

万円ぐらい見込んでいます。ということになりますので、１千４００万円掛ける１０分

の２が太子町の収入になります。これが今申し上げたのが、年間になりますので、つま

りそれ掛ける大体３分の１ぐらいが今年度分の運賃収入という形になるということにな

ります。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 もう少しちょっとバスのことの説明をお願いします。これは近鉄なんですけ

れども、近鉄と同時に、ごめんなさい、ここに載ってないことを言っちゃいますが、ポ

ンチョバスがあって、カナちゃん号と同じタイプのバス、あれって何人乗れるんですか。

近鉄バスは何人乗れるかというのを教えていただけますか。 

○西本秘書政策課長 まずお断りですが、ポンチョバスについては、ごめんなさいポンチ

ョバス、ノンステップ型のバスについては、本町はこの広域協議会の中の喜志循環線に

ついては走らせる予定はございません。ご質問に対する答弁です。ノンステップ型のバ

スについては３３人乗りでございます。 

○西田委員 近鉄。 

○西本秘書政策課長 近鉄のバスですが、すみません、こちらもちょっと詳細な資料を今

手元に持ち合わせておりませんが、立つ部分も含めまして５０人から６０人ぐらいかな

というふうに記憶しております。 

○西田委員 ここで言わないと、ちょっと分からないまま昼の協議会に入っちゃうのでお

尋ねするんですけれども、ごめんなさいコミュニティバスも同時に１２月２１日から考

えなあかんではないですか。コミュニティバスの料金が一律２００円ということになっ

て、１つだけ思うのが、そのお金がいいか悪いかは別にして、１つ、畑から上ノ太子駅

まで思い出してもらったらいいかと思うんですけれども、朝夕は一直線で行くとコミュ

ニティバスは１回乗るのに２００円ですよね。お昼は畑から直通便がないから、上ノ太

子駅に行こうと思ったら乗り換えるから、乗換えの割引運賃がなかったら２００円足す

２００円で４００円という計算で合っているのですか。 

○西本秘書政策課長 乗り換える場合には２００円足す２００円という計算になります。 

○西田委員 コミュニティバスのほうはまだちょっといらえると思うので、それっておか

しいとは思ってない。同じ距離を走っていて、ほぼ同じで２００円で乗り換えるといっ

たら面倒くさいことまでして４００円というのはおかしいとは思っていないんですか。
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それで、突っ走ろうと思っているんですか。 

○西本秘書政策課長 お昼からの交通会議での議論になりますのでそちらで詳しくご説明

申し上げますが、例えば今、畑のほうからのルートで、朝は駅まで行くのにお昼は行か

ないというふうなご意見もございましたが、そういったことも加味しまして、お昼のほ

うでも、畑の方が駅まで行けるような便を今考えて、お昼からの会議で、ちょっと皆さ

んにご議論させていただくようには思っております。 

○西田委員 そこで公共交通の正式な会議ですから、そこで決めることもあると思うんで

すけれども、そこに出そうと思っている資料のことを今ここで言うことに何ら問題ない

と思うので、それは解決する方向で動こうとしているということですか。同じ距離が２

００円と４００円という時間によって違うのは、解決する方向で出てくるということで

すか。 

○西本秘書政策課長 乗り換えする場合にはそこで新たな２００円が発生するというふう

に今考えております。 

○西田委員 それ、おかしいなと思ってください。おかしいなと思わないのかなというと

ころが１つあります。それとそこで言えというのか知りませんけど、あまりあそこで細

かなことを言うと何かいろいろ言われますので、やっぱりここでちょっと聞かせてもら

いますけれども、商業施設にやっとコミュニティバスが行くと。そのルートをつくって

くれるということはすごくうれしいんですけれども、今、金剛バスが止まっている梅川

橋ですか、あれが一番近いバス停をわざわざつくってくださったんですけれども、今使

っている人でも、今、金剛バスであそこに降りてラ・ムーまで食料品を買いたいから行

って帰ってくる、あそこのバス停がラ・ムーって一番端っこになっちゃうじゃないです

か。カインズでも遠いでしょう。本当に荷物を持って帰って、それこそゆっくりゆっく

り歩いてたら時間に間に合うと思ったら間に合わなかったら１時間後みたいなことにな

って困ったということが、今現在でも起こっていたわけではないですか。今後、今は大

急ぎの大出血をしているから、一生懸命だけれども、バス停も今後変えていこうと思っ

ているんですか。 

○西本秘書政策課長 今ご指摘いただきました西条地区の商業施設は、委員がおっしゃる

ように、梅川橋のバス停をご利用いただいてが最寄りのバス停になります。今後どう考

えていくのかということについては、一旦これで１２月からの運行をさせていただいて、

状況を見ながら、必要に応じて、例えば住民の方からのご意見をいただくとか、そうい
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ったことは考えて対応していく必要があるかなと思います。そういったことは、交通会

議の中で、皆さんのご意見を最終集約して決めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○西田委員 よろしくお願いします。それと、よそを全部調べ切ってないけど、聞けるだ

け聞いて、本当に４市町村は、それは２１日からのことを言うたらお金がべらぼうにか

かるということなんですけれども、それは先ほど、䭜本副委員長からもありましたけど、

一般会計から大分お金を出さなあかんねという話もありましたが、今回クラウドファン

ディング、これ４市町村でクラウドファンディングでお金を集めようとしているところ

はほかにもあるんですか。 

○西本秘書政策課長 詳細を一件一件確認はしておりませんが、そういうことは情報とし

ては、入ってきておりません。 

○西田委員 なぜ、クラウドファンディングをしようとしたんですか。 

○小泉企画担当課長 今回クラウドファンディングに関しては、種類としましてはふるさ

と納税型のクラウドファンディングと、今回補正予算を上げさせていただいていますそ

の他のクラウドファンディング、２種類を検討させていただきまして、本町でも実績の

あるふるさと納税型のクラウドファンディングにつきましては、本町の住民さんが参加

しにくい制度になっていますので、一般のそれ以外のクラウドファンディングのほうを

選択しております。 

 なぜクラウドファンディングかというところなんですけれども、１つは先ほどのご説

明にもありました資金調達という面が１つございます。それに加えまして、もう一つの

大きな目的としましては、地域の住民さんを巻き込むことで、利用促進という面が大き

な目的のもう一つの目的になります。ただデメリットとしましては、ふるさと納税型の

クラウドファンディングは寄付型ということになりますので、ご存じのとおり税金面で、

寄付金控除というものでメリットが、税制面でのメリットがございます。一方で今回の

クラウドファンディングに関しては、クラウドファンディング、ふるさと納税型以外の

クラウドファンディングには、同じく寄付型のクラウドファンディングタイプも当然あ

るんですが、購入型のクラウドファンディングであったりとか、投資型のクラウドファ

ンディングというふうに３つの形態が大きくございまして、今回補正予算を上げさせて

いただいている内容は購入型のクラウドファンディングです。デメリットとしては、寄

付金控除というものが受けられないんですけれども、いわゆる購入型は売買に近いよう
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な形態になりますので、クラウドファンディングの実施事業者に消費税の課税対象にな

るものの、地域の太子町の住民さんにも参加していただけるというような内容になりま

すので、こちらを選択しております。 

 ちょっと繰り返しになりますけれども、今回クラウドファンディングの目的といたし

ましては、資金調達の面プラス利用促進の面、こちらが大きな主目的というふうに考え

てございます。 

 以上です。 

○西田委員 太子町がクラウドファンディングするというと聖徳太子像を思い出すんです

が、それと同じ形、また違うんですか。 

○小泉企画担当課長 すみません、聖徳太子像の際の資料は今手元には持ち合わせており

ませんですが、寄付型ではなかったということですので、恐らく購入型で今回と同じタ

イプのクラウドファンディングになると思われます。 

○西田委員 うちがそれをやっていて、それをそのときに、これ、本当にあのとき５００

万は大丈夫ですかと言って、いや、頑張りますと言っていたのですけれども、これが正

しかったら、もうアップされているからポストカードを１人しか、３千円のポストカー

ドが１人とかね、ミカンでミカンソース３人とか、一番高かったのが５万円のぶどうと

ワインで１人とか、これ以外に品物は要らないという人がいてない限り、これだけが最

終だと思ったら、足したら２６万３千円なんです。だから、５００万円もらおうと思っ

てそれだけにしかならなくて、それでどうしたかといったら、結局自治会の皆さんとか

にも、身内に頼んだというところで何とか到達したんですけれども、もしこのクラウド

ファンディングに１千万円入らなかったらどこからお金を入れるんですか。 

○小泉企画担当課長 今回のクラウドファンディングに関しましては、目標金額は１千万

円に設定しておりますが、例えばこれが目標値未達で５００万円の実績に終わった場合

でも、収入見合いの中で、委託料等を支払っていくというタイプのオールイン方式とい

うものになりますけれども、こちらを採用していきたいと考えておりますので、目標が

未達でも事業費はかかるかなと考えております。 

○西田委員 未達ではなくて、１千万円を集めようと思っているのが、今優勝パレードで

頑張って集めようとしていますけれども、やっと１割行ったところ、５億やったっけ。

５億円が５億何ぼかに超えただけと、あれだけテレビで宣伝してメディアに出ていて１

割じゃないですか。うちも１千万円で１割だったら１００万円。この中へ、その場合に
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品物で幾ら、業者さん幾らか払わなあかん。１００万円入ったのに対して幾ら出ていく

んですか。前のときは１割が業者に返すということになっていたし、何というかな、２

割ぐらいが商品代だったかな、そんな説明だったんですが、今回の場合どのぐらいにな

っているんですか。 

○小泉企画担当課長 今回計上しております歳出予算は目標額の１千万円に対して５７２

万円計上しておりますけれども、あくまで予算ですので、ここからできるだけ費用の圧

縮には努めたいと考えておりますが、概ね５０％から５７％程度の商品と考えておりま

す。 

○西田委員 業者が何ぼで、品物が何ぼですか。 

○小泉企画担当課長 業者につきましては２業者考えておりまして、１つはホームページ

等の運営で、ホームページのクラウドファンディングのプラットフォーマーに対する業

務委託料、今回は本町がパートナーシップ協定を提携しておりますキャンプファイヤー

さんにお願いしようと思っていますが、１７％プラス消費税がクラウドファンディング

のプラットフォーマーさんへの委託料、それ以外が、今回町内の事業者さんで考えてい

るんですが、リターンとしましてＴシャツの製作を考えております。Ｔシャツの製作、

プリント加工は太子町内の障がい者雇用されていらっしゃいますエイブル大阪さんでお

願いしようと思っております。そちら残りの経費という形で考えておりまして、そちら

が率で言いますと５７％引く１７％と、ざっくりとしたそういう形になるんですが、エ

イブル大阪さんにお願いしようという背景は、もちろん金剛バスを現在利用されて就労

場所に通われているということもございますし、町内の業者でお願いしたいというとこ

ろもございますし、障がい者雇用されていらっしゃるというところで、以上３点から考

えております。 

 以上です。 

○西田委員 聖徳太子像のときは、ワインやったりとかミカンソースだったりブドウだっ

たり、太子温泉なんかも入っていたんですけど、今回はＴシャツだけ。 

○小泉企画担当課長 今回は限定のデザインのＴシャツを限定１千枚で考えております。 

 以上です。 

○西田委員 １千枚注文するのであったら１千枚で幾らかかるんですか。 

○小泉企画担当課長 Ｔシャツの制作費のみでありましたら税込みで２７５万円を見込ん

でおります。 
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 以上です。 

○西田委員 Ｔシャツだけ、優勝パレードが費用を５千円寄付したらキーホルダーもらえ

るって、そんなので誰が寄付するのみたいなのをネットで発言している人がいてたんで

すけれども、別に５千円でキーホルダーというのが優勝パレードやけど、うちは何ぼや

ってもＴシャツ１枚ですか。 

○小泉企画担当課長 Ｔシャツ１枚で考えておりますが、デザインに関してはほかにない

もの、今回限定でというものを考えております。 

 以上です。 

○西田委員 太子町らしい、デザインはこれから募るんですか。 

○小泉企画担当課長 まだ製作段階でまだ補正予算も成立しないわけです。製作段階、構

想段階というんですかでありますけれども、一応、デザイナーさんに関しては著名なお

方でルーブル美術館とかにも出展されているようなメジャーな方でお願いしようとは思

っていますが、そちらプラス、そうですね、中身につきましては、決定ではないわけで

ちょっと歯切れの悪い回答になってしまうんですが、デザイン的なところなので、口頭

では説明しにくいんですけど、金剛バスのレガシーが残るような、全国のバスを応援し

てくれる方に訴求するようなデザインで考えているというようなところでございます。 

 以上です。 

○西田委員 金剛バスのほうだったんですね。私は太子町がという感じかなと思っていた

けど、そうなんですね。 

 だからね、ホームページも１７％って高くないんですか。たまにホームページに載っ

ているから、前の聖徳太子のときに、運営会社手数料は１０％と読んでいたんですよ。

５００万円で１０％で５０万円で、返礼品もいろいろ種類があるけど、２０％だから１

００万円。５００万円あって１５０万円がそういうことに返すけれども、残り３５０万

円集まったら、これで聖徳太子像にしようと思っている。これは半々よりも少ないって

運営会社はお金を取り過ぎじゃないですか。 

○西本秘書政策課長 聖徳太子像の比較になりますが、今クラウドファンディングの取組

につきましては、時間がない中でやっております。何とか、先ほどのご質問もございま

したが、いろんな歳入の手段を確保する中で取り組んでいきたいということの１つとし

て考えて、なるべく早急にする必要があるというふうなことも加味しまして、取り組ん

でいる内容でございます。聖徳太子像のときには、若干時間もございまして、いろんな
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協議会の中で、返礼品についても段階を経てたしか協議をしていたかと思います。その

辺ちょっとご理解いただければと思います。 

○西田委員 時間があっても５００万円集めようとして計算が合っていたらあれだけど、

また違うかったら変えてくれたらいいんですけど、返礼品のを足したら２６万３千円、

５００万円集めるのに５.２６％しか集まらなかったと。今、パレードも最後まで行っ

たらどこまで行くか知りませんけれども、今現在で１１.５％、５千６００万円余り。

期間が短かったらよけい集まらないかなと思うんですけれども、期間を短くすると、運

営会社の取り分がこれだけ増えるんですか。でも、それこそ１０％から２０％に増えた

のであったら、少なくとも、前回の倍以上は集めてもらわんとあかんよね。それぐらい

のことができるというか、どういう契約になるの。それぐらいが見込めるということで

１７％払うことができるんですか。そこら辺がちょっと分からなくて。これ１千円でも

そうですね、１千円の１７％が太子町に入るけれども、でもこのパーセントは変わらな

いの。それとも力がなくて集まらないのだったら、これだけ払いませんということにな

るのか、そこらあたりはどうなっているんですか。会社をいろいろ当たってみて、ここ

が一番よかったのか、そこをちょっと教えてください。 

○小泉企画担当課長 まず、料率に関しては成果報酬で１７％というのはこちら側の金額

の多寡によらず１７％プラス税というのは変わらないということになります。業者を複

数検討というところですけれども、確かに業者によって私の把握する範囲では、安いと

ころでは５％台から、高いものでは２０％するぐらいの事業者さんもたくさん展開され

て、各々に特性がございます。 

 ただ今回キャンプファイヤーさんで取組を検討しているのは、まず本町における実績

というところもまず１点ございますけれども、やはりプラットフォーマーとしての市場

のシェアが一番大きい最大手の業者さんの１つでもあるというところで、これだけ大き

な話題になっていますので、できるだけ全国の多くの国民といいますか訴求する、確立

というか、それが最も高い事業者さんになるというところで選定しております。 

 以上です。 

○西田委員 でも、そうであれば、１円でも多くと思えば、４市町村のほかがやっていて

もおかしくないかなと思うんですけれども、うちだけということで、何遍も言いますが、

私らも思っているし、そちらも言うのだけれども、時間がないと。時間がない中に、え

らくこういうことを考えられたんですが、職員さんはこれを考えるのに、こういう契約
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をするのにどれぐらいの時間、日数を要しているんですか。 

○西本秘書政策課長 個々に今回のクラウドファンディングの事業を創設するまでの具体

的な時間がどれだけかかったかというのはそこまでは測ったりしておりませんが、先ほ

ど私が申し上げました時間がないというのは、早急にバスを、代替を動かしていかない

といけないということが１つ。その中で、我々町としてできることをやっていこうと。

歳入の面を考えたときに、過去にクラウドファンディングという取組は去年もさせてい

ただいていますので、そういった経験も１つ踏まえまして、できることはして、少しで

も財源を確保していきたいという考えからの取組ということでご理解いただけたらと思

います。 

 先ほど、ほかの４市町村が、ほかの３市町村がしていないのではないかなというふう

なことでのご発言もいただいておりますが、逆にこういった取組をして少しでも確保に

努めているというところをご理解いただけたらというふうに考えます。 

○西田委員 ５００万円のときのほうが日数が長くて、そこまでノウハウを持っていなか

ったとして２６万３千円ね、そこよりすばらしくて倍なので５０万円、１００万円集め

たとして、１００万円を集めたお金と職員さんがそうやって仕事をしたことに見合うの

かなということは少し思うんですけれども、うちだけではなくて４市町村のどこの職員

さんも本当に担当の方はすごい残業が増えているらしくて、昨日も遅くまで電気がつい

ているという話なんですが、うちはこの件で、この件だけではないと思いますけれども、

急ぎということで職員さんに負担はかかっていませんか。残業が増えているということ

はないんでしょうか。 

○西本秘書政策課長 ご質問をいただいたとおり、今回の公共交通の事業に関しましては、

通常業務にプラスされた事業という形になりますので、そういうことの中では職員にも

負担がかかっているところは実際でございます。 

○西田委員 クラウドファンディングがどれだけ時間がかかったか測っていないというこ

とですけれども、それの整える、それなりに時間がかかっていると思うんですけど、普

通に考えて、財政調整基金からお金を出すのには、どれぐらい時間がかかるんですか。 

○小南総務財政課長 財政調整基金の繰入れに関する業務に対してどれぐらい職員の時間

がかかるかという認識の質問でよろしいですか。そういうことであれば、実際に書類を

作成するような形になりますので、労力としてはそんな負担という形ではなく、通常業

務の範囲内で処理できるような業務であると考えております。 
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○西田委員 だから、私が本当にできることからやっていこうと思っているの。本当に２

１日に蓋を開けたら、いや、バスが走られなくなったらあかんから、できることは本当

に特に近鉄バスの補うほうは、１か月前には、１か月前でも時間が足らないと言われて

いるぐらいの話で、そうやって残業もしいの、死ぬの違うかぐらいに働いているところ

もあると聞くので、そんな中で、わざわざ通常業務内で済む財調じゃなく、クラウドフ

ァンディングを選んだ。この何かメリットがあまり考えられないことを言いたいのと、

結局、ちょうど見本のようにやってくれているから言うんですけれども、この優勝パレ

ード、５億円集めるのが今やっと１割に達したということですけれども、もう既に、こ

れでは５億はいけへん。でも予算はそうでしょう。お金を使わないでおこうと思ったら、

今日の新聞に載っていたんですけれども、教職員に大阪府でネット募金を呼びかけてく

れという話になっていて、本当にこれ最後にそれこそ職員さんに出せと言わないように

だけは絶対してくださいね。本当に全国に呼びかけて、どれぐらいになったかというと

ころでちゃんとやってもらわないと、結局仕事は増えるわ、最後、帳尻合わせで職員さ

んに負担がかかることがないように、それだけは要望しておきますので、よろしくお願

いします。 

○森田委員 また戻るみたいだけれども、この１２月２１日からは、今現在、太子町のコ

ミュニティバスが走っていますね。２台になるわけですか。 

○西本秘書政策課長 おっしゃるとおりです。 

○森田委員 ということは、町の財政はあれだけれども、住民としたら、上ノ太子駅まで

行けるし、良くなっていることですね。住民に対しては状況が良くなっているんですね。 

○西本秘書政策課長 １２月２０日をもちまして、金剛自動車株式会社のバス路線が廃止

になると。その状態から考えますとその状態が続くわけではなくてコミュニティバスを

再編拡充して、現状の１台から２台に増やすというところで、住民の方にとっては、一

定利便性を確保できているのかなというふうに考えております。 

○村井委員 いろいろ質問させていただきたいなと思っているんですけど、さっきのクラ

ウドファンディングのところの返礼品なのかな、Ｔシャツというところで、私もこうい

うのは前から鉄道とかバスとかそういうのにすごく興味がありましてね、これで一番注

目を引くのが、今はネット上でもちょっとありますけど、やっぱ金剛バスをモデルとし

たら、例えばミニカーとかね。よくあるんですよ、シェアでネット上でも京都市営バス

そっくりだなみたいな、だけどもうこの世から金剛バスというあの私たちの愛着のある
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バスがもう存在がなくなってしまうと。さっきちょっと調べてみたらレガシーという言

葉ね、やっぱりそういう足跡を残したい方にクラウドファンディングに興味を持っても

らう。それがまた全国のバス、鉄道ファンそういうふうなところのマニアというか、興

味をお持ちの方って全国にすごくいらっしゃると思うので、発信力の１つとしてまた、

提案しておきますけど、そういう柔軟な考えをしていくお考えはございませんか。 

○小泉企画担当課長 ありがとうございます。金剛バスをモチーフにしたミニカーであり

ますとか、いわゆるぜんまい式のチョロＱと呼ばれるような品物とかも検討はさせてい

ただいたんですが、何分ロットが１万個からというロットらしいので、今回はやはりち

ょっと数量的にかなり業務負担等も考えると、Ｔシャツで町内の事業者でということに

はなりましたが、将来も見据えてクラウドファンディングは今回限りということではな

いかと思いますので、引き続き検討させていただければと思います。 

○村井委員 本町太子町だけではなくて広域で４つでまたそういう、後に、ちょっと落ち

着いたぐらいでいいと思います。今のところ、そういうのを並行してやったらまたさっ

きの西田委員からの業務の量も増える可能性もありますし、まだあるかと思うんですけ

ど、その業務の量が増えるというところで、ちょっとこれ根本的な質問をさせていただ

きたいんですけど、１１月１日に大阪府の吉村知事が、万博後の自動運転バスの運行な

のか、どういう形なのか分からないですけど、この金剛バスの営業エリアの中で実施を

していくということを発表されて、７日やったか、７日のマスコミで今度大阪府庁内に

プロジェクトチームがもう立ち上がるというような記事が出ていたと思うんです。これ

について今、役場として、もう大阪府庁内でプロジェクトチームが立ち上がると言って

いることが、実際に地元市町村が知らんということはないと思うんですけど、そのよう

なことを教えていただけませんか。 

○齋藤副町長 いわゆる自動運転バスの導入に関して大阪府のほうでいわゆるプロジェク

トチームを立ち上げるということについては、報道などを通じて、当然本町としても把

握しているところでございます。また、私も大阪府から来ているというところもありま

すので、当然いろいろなルートを通じて、そういったプロジェクトチームの立ち上げに

関しては情報収集のほうはさせていただいているところでございます。 

 ただ実際にどういったプロジェクトチームを立ち上げるのかについては、まだ検討中

というふうなことで聞いておりまして、具体的にどういった部局に何人ぐらいの組織、

大体どれぐらいの職階の方が入るのかとかその辺についてはまだ検討中ということで、
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具体的に固まった形での何かそういう情報というのはまだ把握できてないところでござ

います。 

○村井委員 一番最初は知事のＳＮＳだったと思うんですね。Ｘで。その後に伴ってマス

コミのプレスが各社が順次出てきたというところで、それを知った住民さんからね、バ

スは買わんでいいのではないか。自動運転やるのであったら、知事が言ったらやればい

いのではないか、手を挙げたらいいのではないかというお声が、この数日間に私は３名

ほどの方から、両方ともやったらいいのではないかと言う方もいらっしゃったら、いや、

もうバス、そんなん買わなくてそれでいったらいいのではないかみたいな方がお声が実

際にあったというのは事実あったんです。実際にそれをやらなくていいという方は私は

聞いてないですけど、私も前の委員会でそういう上ノ太子発着のところのがないのであ

ったらね、国土交通省の公募に手を挙げていったらいいのではないかというご提案もさ

せてもらっていたので、やっぱりその辺も太子町として、大阪府さんからそういう提案

があったときに、実際に前向きに検討していくのか。ちょっと早急にそういうのは大き

く根本的なところのことを考えとかなあかんと思うんです。バスをこっちでは買おうと

している。こっちでは自動運転でやろうとしている。一緒に走るのかと。自動運転をす

るのであったらそのバスをもう止めときますということにならないのか、その辺の基本

的なお考えを教えていただけませんか。 

○西本秘書政策課長 バスの購入か、そういった大阪府の提案というところになるかと思

いますけれども、まだ大阪府からの提案も、太子町にというところではなかったかと思

います。金剛バスの区域にということで。先ほどもちょっと私、一番最初の冒頭で答弁

申し上げました、今４市町村での動きの中で、バスの部分でございますが、近鉄バスさ

んが用意していただくバスの部分でございますが、近鉄バスさんが新たに購入されてい

くか、既存のバスを活用するかの判断については、町としても経費が大きくならないよ

うな形では、近鉄バスさんと今後協議していきたいというふうには考えておりますので、

その中でその状況も見ながら、近鉄バスに対しては常に、車両の大型化については協議

を進めていきたいというふうに考えております。 

○村井委員 今、課長の答弁のところでも、まず大阪府から指定されるのか、ここでやり

ますということを言われるのか。それとも、地元の自治体なのか協議会として手を挙げ

ていくのか。要はそういうふうな今国交省のメニューにありますわ。道路局と住宅局の

メニューにあるんですけどね。道の駅のところに関するところとか駅とかは道路局です。
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住宅街の中を循環させるのは住宅局の部課があるんですけどね、公募に手を挙げて行く

という形なのか。大阪府、国が、例えば太子町でやりなさいと言ったところをそのまま

受け入れるのか。その辺のところも、これはいいですけど、地元が情報が混乱するよう

なね、これまず根本的に、４自治体の協議会のところで、まず出血を止めるのやという

て始まったと思うんですよ。１２月２０日といったところのことで言っていたと思うん

ですよ。これ今の状況で知事もどういう思いで、万博関連だからそういう思いの中でち

ょっとそういうふうな前向きなところでＸに上げていかれたのか分からないんですけど

ね。実際にこういう地元でバスを買わなくていいのではないかみたいな住民さんもいら

っしゃいますしね、バスを買って自動運転するの。バスと自動運転のバスを一緒に走ら

せるのみたいな、そういうところもあるので、一度、実際ちょっとどうするのか、発言

が知事の発言なのですごく重いと思うので、その辺はもう一回よく考えなあかんのと、

これは年末年始にかけて１２月２０日以降のことになるかと思うんですけど、やっぱり

しかるべきタイミングで住民説明会なり、住民さんのアンケートをするなり、インタビ

ュー調査するなり、何らかのことをやっていかんと、やっぱり地域公共交通も国交省の

マニュアルにもありますけど住民さんの声をいかに拝聴させてもらってそれを反映して

いくかいうとこに全て答えがあるかと思うので、その辺のところの住民さんの声をどう

聴取、これからしていこうかというお考えがあったら教えていただけませんか。 

○西本秘書政策課長 これから住民の声をどういうふうに聴取するかというところまでは

現在１２月２１日の運行に向けての取組に注力しておりますので、そこまで具体的な手

法といいますか、そこまでは、申し訳ございません、考えておりませんが、ただ、１２

月２１日を過ぎまして、一定運行が軌道に乗れば、今後見直し等も必要に応じて出てく

るかと思いますので、そういったことの判断材料としまして、住民の皆様のご意見はあ

ると思いますし、町の公共交通会議が、既に住民代表の方、それからまた議会からも２

名の議員の皆様に住民代表の議会ということで出ていただいておりますので、一定、そ

こでの意見も当然集約していく必要があるというふうに考えております。 

○村井委員 今私が言っているのは、国土交通省自動車交通局旅客課が作成しています公

共交通づくりのハンドブックというので、公共交通会議のご意見というのはもちろん代

表者の集合体の会議体ということで、すごく代表だと思うんですけど、私は再三前から

言っています。あくまでも経営者というところで、お客様のニーズに応える。ハンドブ

ックにも載っていますけど、利用者さんだけではなくて非利用者さんの声も聞いて、今
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ちょっとさっきも言ったように、使わない方の声もやっぱり聞かないと、それを反映し

ていかなあかん。参加されてない方の声も反映していかなければならない。まずニーズ

を調査するといっても、全ては反映できないと思います。ただこれからやっぱり年末年

始、年が明けたらやっぱり太子町では各自治会の総会なり、そんなところの場があるの

で、そこに加入されている方にアンケート調査でもインタビューでもいいでしょうし、

いろいろそういう機会があるので、そういうところをね、国交省のマニュアルのところ

にも書いていますわ。結局最後に決めるのは私たち議会なんです。法定協議会でもない

んです。ここに議会なんですと書いてあるんです。 

 私が何を言いたいかといったら、これを進めることって情報もしくは事業の進め方の

見える化ですわ。あくまでも不透明過ぎたところの動きが多過ぎて、住民さんは混乱す

る。こっちは太子町は真っすぐここに行くぞって、山４つで行くぞと言っているのに、

知事は自動運転だと言い出す。そういうところの混乱が実際に起きているから、そうい

うところのこともやっぱり住民さんとのコミュニケーションの取り方にもうちょっと工

夫が要るかと思うんですけど、もう一回ちょっとその辺、お答え願えますか。 

○西本秘書政策課長 事業の透明化ということに関しましては、ホームページで、会議内

容については、速やかにホームページを通じて住民周知するように心がけております。

また、今後もそういったことで住民への透明化というのは図っていきたいというふうに

考えております。 

○村井委員 これやっぱりさっきの経営といったところでは、やっぱり飲食店へ行ったら

よくアンケートに答えてくださいとか、お店、来店者の感じはどうでしたかというのは、

そういうのは次のＰＤＣＡサイクルを回していく中の１つのデータとしてね。もう１個

言ったら、もうそんなことで交通系ＩＣカードを含めたところのビッグデータを取って

ね、それを客観的に精査して反映させていこうと。まずお客様の行動パターンとか年齢

層とかいうふうなところでいこうというところのことが、これからこの公共交通という

ところを維持していこうと思ったらすごい肝になってくるかと思うんです。基礎的なと

ころでね。だから、そういうところのお声を聞かせていただくというのが、やっぱり基

本中の基本だと思いますし、これからそういうところに力を入れて、ある程度のタイミ

ングがたったときだと思うんです。今すぐしろとは私は言いません。だけど今から考え

ておかんと後手後手になってくると思うので、その辺のところもまた検討してもらえる

ようにお願いしておきます。続けてよろしいですか。 
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 先ほどの商業施設のバス停の移動とかいろいろちょっとそんなのがあったんですけど、

私も前からずっと言っているんですけど、梅川橋のバス停で私はそれ、住民さんからち

ょっとすごい苦情で言われたのが実際にあったんです。雨の日に、ちょっと激しい雨が

降った日に傘を差して、お買物のレジ袋を持ってあの道沿いでバスを待っていた。すご

い、あそこのバス停の前に水たまりができるんですね。買物袋から服から前を通った車

かなんかで泥はねでびちゃびちゃなってんいうてね。荷物も持ってるし傘を差している

し逃げようがなかって、逃げるスペースもないと。３６５日あそこにあるのではなくて、

雨が降ったらあの辺は確かにあの通りには大きい水たまりができてね、といってもあそ

この道路の舗装とかというのは、あれは太子町がやるんですかね。 

○西本秘書政策課長 道路管理者は大阪府富田林土木事務所になりますので、舗装工事に

ついては、富田林土木事務所、大阪府のほうで所轄になります。 

○村井委員 そうですよね。私もこの前それを言いに行ったときに、あれは富田林土木事

務所になるんですというようなところで、ただバス停の場所を動かすどうこうではなく

て、そういう所管している交通インフラのところの整備といったところもやっぱりきっ

ちりやってもらったほうが、結構私もあれ見に行ったんですよ。あのバス停の前に大き

い水たまりができています。あれ、逃げようがないし、水が飛んできているのに、あそ

こでバスを待っとけというのは、ほんまに。バス停がもし移動ができないのだったら、

富田林土木さんにご協力いただいて、ちょっとそこだけでもお願いできませんかという

のがあってもいいでしょうし。それはまた１つ要望として言っておきます。 

○西田委員 全協やったかな、うちで定期を使う人はいてるのみたいなことを言ったんで

すけれども、結局定期を利用している方っていらっしゃるんでしょうか。 

○西本秘書政策課長 喜志循環線で定期をご利用の方は、通学、通勤等いろいろございま

すが、延べ約６００人ほどの実績がございます。喜志循環線、喜志駅から出発いたしま

して、大深、河南橋と、富田林市域を一部通りますが、その大半が本町域内がバス停で

ございますので、詳細の数値は今持ち合わせておりませんが６００名の大半の方が太子

町の住民の方というふうに理解をしております。 

○西田委員 定期をあまり買う人はいてないかなと思ってこの間言ったんですが、案外い

てるなと思ったら、喜志の最終で帰ってこれる人が定期を持って帰ってくる人がそれだ

けいるのだなと思うんですが、今、喜志の最後発が、今ある喜志循環線だったら２０時

４５分まであるんです。もう１個は太子線、喜志から上ノ太子駅、これはなくなっちゃ
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うけど、それが喜志駅最終が平日２０時１５分なんですけれども、それはまだ分からな

いにしたって、太子循環線の時間帯が６時台から２０時台で１５本ぐらい運行する。今

も喜志循環線は１５循環だから変わらないなと思うんですけど、そんな中で最大の２０

時台は、２０時４５分に限りなく近い時間がもらえそうなんですか。そこら辺は分かっ

ていますか。 

○西本秘書政策課長 まだちょっと細かい何時何分まで、２０時は２０時ですけれども、

何分というのはちょっと今調整中でございます。 

○西田委員 ２０時のそこら辺の攻防があるみたいで、限りなく２１時に近い２０時なの

か、２０時に近い２０時になるかで、使える使えないが変わってきますので、きっとそ

の時間帯に１本ぐらい、各時間帯に１本ぐらいしかないかなと思うんですけれども、な

るべく遅くまで走らせてもらいたいなと思うので、よろしくお願いします。 

 定期は売るけど回数券はもうなくなるんですか。 

○西本秘書政策課長 おっしゃるとおりです。 

○西田委員 それで、クラウドファンディングのところで言っていた資金調達のためと言

われたのと、もう一個利用促進のためと言ったではないですか。それは走らせてもらっ

て、乗ろうが乗らまいが走ったら要るお金は一緒ではないんですか。そしたら少しでも

多くの方にたくさん乗ってもらうほうがそれはいいなと思いますし、料金収入も上がる

ということでは、たくさん乗ってもらおうと思うんですけれども、すごく料金が変わる

んでしょ。さっき言ったみたいに２００円だから、もう何の補助金もなくなったら、福

祉センター以外の方は、畑のほうから役場へ来て喜志に行こうと思ったら４７０円。今

だったら、乗り継ぎがあったから２９０円。７０歳以上の人は１９０円でいけた。コミ

ュニティバスから乗換え乗換えは、乗り換えても２００円だったのが、もう４００円に

なるとか、値上がり幅がものすごく多いんですけど、一番そういうあおりを食らうのが、

やっぱり７０歳代以上の方が１００円チケットが使えなくなるのでということでいくと、

その人たちの乗る回数が減らないかなと思って心配なんですが、分かったら教えてもら

いたいんです。全体の乗客数の割合、７０歳以上が占める割合ってどれぐらいか分かり

ますか。 

○西本秘書政策課長 申し訳ございません。ちょっと今把握しておりません。 

○西田委員 考えてくださいね。何百何十何人とは言いませんけれども、その人たちが全

てとは言いませんけれども、やっぱり出ていくために、この１００円チケットありがた
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いなと思って使っている人が、これがなくなって、乗り継いでも１００円で済んだとこ

ろが、それが４００円もかかるようなったら、４倍になって乗るのか。そうしたら利用

促進どころか、利用が減っちゃうことになっちゃうではないですか。料金ってやっぱり

そういうシビアなところがあると思うので、私はずっと生涯学習センターは無料にと言

い続けていますけれども、公共交通もそれは無料にと思うんですが、案外住民さんのほ

うから、ワンコインでも走らせてもらっているだけでもありがたいという声を聞くから、

必死になって無料とは言っていませんけれども、住民さんでも幾ら何でも１００円で済

んでいたのが４倍になって、さあ、乗るのかといったらちょっと疑問ではないですか。

走らせるためには仕方ないということでもやっぱり乗ってもらおうと思ったら、料金の

ことも、これは急ぎみたいに出してきたけれども、まだ検討の余地はあるのでしょうか。 

○西本秘書政策課長 料金につきましては、事務局案として２００円を提示させていただ

いております。 

○西田委員 だけど、そうやって矛盾が出てくるのと、今まで少ないなりにこのバス停、

バスの時間は１０人乗っていたのが、気がついたらもう３人に減っちゃったわみたいな

ことになっても、この料金で押し通すということは言いたいんです。それとも検討の余

地があるんですか。 

○西本秘書政策課長 料金につきましては収支率、そういったところも加味していく必要

があると思います。令和４年度、令和３年度、１６０円、１８０円の中で割引制度の拡

充をさせていただいて努力をしておりましたが、目標の２０％にも満たない、その半分

にも満たない収支率でございました。本来応分の負担をしていただければということで、

目標値の２０％に少しでも近づけていきたい。近づけることは何につながるかといいま

すと、太子町の交通として持続性のある交通を続けていきたいということがございます。

そういったところから、この２００円というところを事務局としては提案しております

ので、現時点で２００円の額を下げるという考えは持っておりません。 

○西田委員 ということで、２時からの会議を押し通そうということですね。収支率を上

げるはいいけれども、それと乗車率を上げるのと、どちらのほうが走らせいて、役場と

して、行政としてやったという思いになりますか。乗車率１００％で今のままのお金で

と、大きくして、今少ないですからね、人数が減らなかったとして。でも乗車率をアッ

プさせることが利用促進のところでは重きを置くつもりはないんですか。 

○西本秘書政策課長 収支率と乗車率のご質問でございますが、比較するというところの
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対象としては考えておりません。両方とも、乗車もしていただく、収支も可能な限り上

げていくと。目標値に近づけていくというふうな考えの下、取り組んでいきたいという

ふうに思います。 

○西田委員 両方を取ろうと思ったら本当に料金をちゃんと考えないと、中々難しいと思

いますので、もうこれでいくよという言われ方をすると、ちょっといかがかなと思いま

す。 

 大体決算で、福祉センターはそのまま無料で使わせてくれるというはずでしたよね。

４年度の決算で１５３万２千円でしょ、その他のお出かけ支援事業補助金と乗換え運賃

補助金、これはあまり使ってないなという感じなんですけれども、それでいくと３１２

万５４０円。令和５年度の予算、福祉センターのお金は決算と同じで、そのほかのお出

かけ支援事業補助金と乗換え運賃補助金で３３２万１千円、そのうちのもうここまで来

ていますから、あと３か月と思ったら、４分の３はもう終わっているの。あと残り分も

使っているから、３３２万円の４で、８０万円ぐらいのものではないですか。本当であ

れば予算を立てて使い切ったらそれだけだと思っていた、その８０万円のお金を出し渋

るということなんですか。もうこれストップということは、残り何ぼか知りませんけれ

ども、１年使っても、去年で３１２万５４０円、今年度は３３２万１千円出すつもりだ

けど、きっとそこまでいってない中で、もしかしたら２００万円でいいですわ、２００

万円までいっていて、あと１３２万１千円、それを出し渋るということですか。 

○西本秘書政策課長 出し渋るという考え方ではなくて、今回の金剛バスによる事案を機

に、金剛バス自身も経営が苦しくて廃業に至ったという状況がございます。本町の公共

交通についても、求めるところは持続をしていくというところ、将来に渡って、今のご

利用の方もそうですけれども、将来ご利用いただく方についても、公共交通として利用

いただく。そういう観点から、先ほど申しました収支率を一定意識しながら、今回、コ

ミュニティバスを再編いたしますので、料金についても精査する中で２００円という数

字を出させていただいたというところになります。 

○西田委員 そういう受益者負担とか収支率というのはやっぱりお金を１円たりとも、１

円でも多くという考えだと思うんですけれども、であるならば、路線バス運行事業の小

屋８２６万１千円、これはどうするんですか。補助金を返してもらうの。これ返しても

らったらおつりが出るぐらいの話になる。 

○西本秘書政策課長 現在、上ノ太子駅前の休憩所につきましては、金剛自動車さんの所
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有になっております。昨年度町から補助をいたしまして整備されたものでございますが、

ご存じのように、路線バス事業が廃止されております。今後金剛自動車については、ま

だ会社は存続しておりますので、そこは、その取扱いについて、いろいろ調査しながら、

対応の仕方、対応の方法について調査しながら金剛バスと協議していくことになろうか

と思います。 

○西田委員 あの小屋は金剛バスは今どうなっているんですか。土地は借りているから、

家賃を払っている形で、だけど上物だけが自分のところという形になっているんですか。 

○西本秘書政策課長 金剛バスの行いでございますので、確定したことは言えませんが、

土地を借りられて、そこに家賃を払われているというふうには思っております。 

○西田委員 もうちょっと聞いてくださいね。返してもらえない、あれは金剛バスのと言

うけれども、ではあの小屋、何日使ったか。私は開いているのは、毎週火曜日開けます

ぐらいのところから聞いたけど、ずっと私も駅に毎日行くわけではないから分かりませ

んで、毎日行く人もいてはるやろうから、何日開いていたか分かりますか。８２６万１

千円かけて。あそこが開いていたら観光案内としても活用させてもらいますと言いなが

ら、開いていないからパンフレットも置けず、外にちょっと貼らせてもらっているだけ。

それだけで何日ぐらい開いていたかご存じですか。 

○西本秘書政策課長 週に１回は開いてたかというふうに認識しております。 

○西田委員 毎週火曜日と言っていたけど、毎週火曜日開いてなかったけど、ランダムな

んですか。 

○西本秘書政策課長 ちょっと聞き取りにくかったんですけれども、毎週火曜日といいま

すか、週に１回ほど開けておられるというふうには認識しております。 

○西田委員 見ましたか。私は本当に火曜日というから火曜日開いてないときを見ました

けれども。それって時間帯があるのかな。１時間でも開けたらそれは開けたということ

にカウント。 

○西本秘書政策課長 朝の９時から１７時までということではなくて、委員が見られたと

きと時間帯、その辺の時間帯があったかと思います。一応午前中に開いているという形

で確認しております。 

○西田委員 回数券売場だけではなくて、運転士さんも休憩できる場所ではなかったんで

すか。 

○西本秘書政策課長 回数券売場、それと運転士の休憩という形でそういうことです。 
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○西田委員 それで欲しいということで、トイレも近鉄に間借りしているのは心苦しいと

いう話もあって、私はもうそれは要るよねって運転士さんが休憩するところ要るよねと

いうことで後押しもしたんですけれども、ところが私たちは朝早くから行くことあるで

はないですか。運転士さんは下りてきて、急いでどこに行きはるのだろうと思ったら、

やっぱり近鉄に電話して開けてもらって、結局使っていないという状況で。何だろ、あ

れって何のために造ったんだろうと。難しいと思うから、ＩＣカードなんか予算をきっ

ちりついてたのをできませんと断ったのに、あれこそ、年明けぐらいにやっと動き出し

たと思うのに、こんなことになるのも分かってはったんやから、できますけど要りませ

んと言ってくれてもよかったかなと思うけど、造るだけ造って３月ぎりぎりぐらいまで

やって造って、造った挙げ句が、火曜日に１時間でも２時間でも開いていたとしても、

いいではないですか、火曜日掛ける何日と分かるから、そういう計算をしたらいいけれ

ども、その数は１００日もないね。中で８２６万１千円は安い支出だったか、どうお考

えでしょうか。 

○西本秘書政策課長 あくまでも金剛バスの申し出によりまして、うちの補助制度にのっ

とって補助させていただいたという事実でございます。 

○西田委員 どういう契約だったか、補助制度そのものをまた見せていただけますか。そ

ういう活用をしなければならないというのに、活用してなくて、結局のところ運転士さ

んは近鉄に借りているのであったら何のためにという話にはなってくるし、使っている

ときからもう既にちゃんと最初どおり使われてないのに、補助金をそれも１０万円、２

０万円でも軽く扱ったらあきませんね。８２６万１千円、これがちゃんと使われていな

かったということに対しては、やっぱり怒らなあかんでしょ。少なくともお金を取り返

せなくても。そういうお考えはないんでしょうか。ちょっと町長か副町長お話しいただ

けますか。前も聞きましたけど、その後どうなったんですか。 

○齋藤副町長 上ノ太子駅前の小屋というか、休憩所についてのご質問でございますけれ

ども、当該いわゆる休憩所については、昨年度、町のほうで、そういった補助制度を設

けた上で、その補助制度を利用して金剛バスさんが建てられたものでございます。補助

を使って建てられた小屋が、適正に利用されているかどうかというところでございます

けれども、私も実際に毎日バスを利用している乗客の１人なんですけれども、実際毎週

火曜日に毎朝、回数券の売場として利用されていることは確認はしていますし、実際に

休憩所としても、バスの運転士さんの休憩所としても恐らく利用はされているんだと思
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います。そういった意味で、当初そういったいわゆる補助制度の趣旨に従って、適正に

そういった小屋を、休憩所を建てられて利用されているのかなというふうなところには、

思っているところでございます。 

 町としては、それについて良いか悪いかというところには価値判断の部分になってき

ますので、そこはいろいろご議論があるのかなというふうなところでは思いますけれど

も、現時点においてそれが何か高かったとか安かったとかということをちょっとそうい

う価値判断をするということについては、町としては別にそういった価値判断について

は、やるべきではないのかなというふうには考えておるところでございます。 

○西田委員 １００円で乗れたのが４００円になろうかというときに、このお金は仕方が

ないなと言える金額ではないと思うんです。やっぱり私は、住民さんのため、住民福祉

の向上のために働いているのであれば、企業に対して、企業が適正とはちょっと言いづ

らいと思うんですけれども、そこはやっぱり、きちんとそれこそ大切な税金ですから、

大切な税金が大切にきちんと使われたかどうか。それがちょっとどうもなと思うような

ところはきっちり企業さんであっても、言っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○村井委員 さっきのこの運賃の設定というところはすごく難しいところがあると思うん

です。もう一つやっぱり先ほど公共交通事業を経営していく立場になってくるので、や

っぱり業界との、そういう競争というか、業界との兼ね合いってすごく大きいと思うん

です。例えば本町に関しては、一番大きいだろうなと私が想定しているのは、２００円

均一区間で設定していくと。皆さんご存じのように上ノ太子の駅前のコインパーキング

は１日３００円なんですね。車を運転される方は多分コインパーキングに行くと思いま

す。だけど車運転されてない方は２００円、往復４００円払ってバスで移動するのかな。

お帰りにちょっとお酒を飲まれる方かもわからないですけどね。だから、そういうとこ

ろの細々した地域の状況を考えたらすごく微妙なところだと思います。 

 喜志のほうに行ったらまたコインパーキングの値段が変わっていたり、ただ、上ノ太

子に関しては、この前見たけど３００円となっているなと。１日１回帰ってきたら４０

０円か、３００円か、１００円か、では車で行くかなみたいなね。中々利用促進とかも

いろいろやらないと難しい状況だと思うんです。ただやっぱりさっきの運行経費といっ

たところで、これもう私は今の時点でちょっと言うときますけど、この前みたいな３月

のダイヤ改正のタイミングみたいなところで、先ほど言っていた収支率なのか、乗車率
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なのか、もしくは今あちこちで全国で営業係数という指標を出しているんです。見直す

タイミングというのを、しっかりここでというところを決めておかないと、だらだら行

ってしまって、お客様のタイムリーなニーズにお応えできないというようなところが出

てくるかと思うんですけれども、出てくる可能性が高くなってくると思うんですけど、

その辺の今、走らせたらいいけど、何か見直すタイミングとか時期とかどういうことな

ったらちょっと考えていくかいう、具体的なところの、お考えもちょっと教えていただ

けませんか。 

○西本秘書政策課長 見直すタイミングの具体的な考えはまだ私のほうではちょっと持ち

合わせておりません。というか、まずは１２月２１日に動かすべく取り組んでおります。

運行が落ち着きましたら、順次、そういったことも検討していきたいというふうに考え

ております。 

○村井委員 私もちょっとその先の話を今やっているので、まずは１２月２０日、それは

ごもっともなことです。ただ３月といったところには電車の時間に合わせると。近鉄電

車がそもそもダイヤ改正をしてしまったら、地元路線バスはそれに合わせてダイヤ編成

をせなあかん。これバスだけじゃなくて近鉄も減便というところになっていますしね、

それに合わせたところにやっていかなあかんというのは基礎のところをやっぱ経営者と

して、頭になってやっていかなあかん。 

 もう１個のさっきの資料のところで１つ、私が前から言ってます、結局赤字補填で一

般財源から補填していくのであったら、そもそも前からご提案しますスクールバスとし

ての活用を乗車率を上げてしまうのだったら、学校に通学されるときに、小学校なのか

中学校なのかよく分かりませんけどね、乗って活用してもらうというところの乗車率ア

ップ、どうせ赤字になったら補填するのであったら、そこで運賃を見るのか、運賃を上

げるのか、無料で乗せて後でやるのかというようなね、そういうところも利用促進と考

えたら、短期ではなくて中長期的に考えたら、子どもたちがゆくゆくは大人になって利

用してもらわなあかんので、中長期的なところを考えたら、スクールバスという活用は

ぜひともやっていくべきやと思うんですけど、その辺のお考えは教えていただけません

か。 

○西本秘書政策課長 そこは関係部署とも協議はしてスクールバス、原課だけでちょっと

判断できる部分ではございませんので、関係機関とも関係部署とも協議していく必要が

あるというふうに考えます。 
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○池田教育次長 スクールバスに関しましては、以前にも一般質問のほうで答弁させてい

ただいたとおりというふうに考えてございますが、この状況下で、路線数、それから便

数なんかもいろいろ調整されるのを加味しながら、スクールバスに活用することが適当

なのか。いわゆるバスに乗っていただく分については問題ないにしろ、条件といいます

か、通学時間帯に設定されるのか、果たしてどのエリアの人がどう乗っていただくのか。

同じような距離感でもバス路線がないところにとっては何ですか差が出て不公平な感じ

が出るんじゃないかというようなことも加味しながら、バス担当課のほうとは協議をし

ながら、必要な範囲では、スクールバスの検討はしていきたいなというふうに思ってい

ます。 

○村井委員 今回富田林市のある小学校のＰＴＡの保護者の方で意見交換会なんか報告会、

何かやるというふうなことを聞いています。さっきも私が質問しましたように、保護者

の方だけじゃなくて先ほど課長から資金のところのクラウドファンディングということ

で住民さんを巻き込みつつ、巻きこむと言ったらいけない、住民さんと一緒にこの事業

を進めていくのやというところでは、このスクールバスのこともそうです。運賃のこと

もそうです。もっと住民さんの声をいかに拝聴させてもらうかというところに工夫をせ

なあかん。ただ時間がないことやからということで、ないがしろにすることなく、いず

れかのタイミングで、１人でも多くのご意見。これ一番簡単なのがね、よくあるんです

よ。太子町内にお住いの職員さんの声。太子町外にお住いのバスとかを使って通勤され

ている方の声、まず職員さんの声ぐらいは客観的にこのバス事業についてどないに思う

といったところの声をね、地元に住んでいたら地元の状況でも情報も入ってくるだろう

し、どこどこのおばあちゃんが困っていたとかあると思うんです。住民さんに聞く前に

そういう職員さんにちょっと１回意見ちょっとどんなもんか聞いてくれへんかというの

も１つありやと思う。これはよそでようやってはるので、その辺の工夫をやっていただ

ければと、お願いしておきます。 

 以上です。 

○西田委員 見直すタイミングが具体的には答えられへんと言いましたけれども、本来こ

んなことがなければ、地域公共交通計画、次期５年をアンケートも取って検討している

予定だったんですけれども、アンケートを取る時間もなくてという中で、こうやって今

決まったことがもうそのまま次の計画として５年間生きていくということなんですか。 

○西本秘書政策課長 ちょうど計画が今年度で終了ということで、今、委員がおっしゃっ
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たように、当初、今年度計画を見直し更新するという予定だったんですけれども、それ

がちょっと今できてなくて、一旦はこれで、今の１２月２１日の再編という形での計画

を立てます。今後、当然変更というのがあり得ますので、そこはそういったことも状況

見ながら考えていきたいというふうに思います。 

○西田委員 今だって計画の中で実証運行してて、コミュニティバスであったら、バス停

の場所が変わったり、ちょっとルートが変わったりしたではないですか。そういうふう

に、計画をつくったら絶対じゃなくて、変更も有りということなんですね。でも今、あ

まり住民さん、今職員さんの声ぐらい聞いてあげたらというのがありましたけど、住民

さんの声を聞こうとは思っていないということですか。 

○西本秘書政策課長 今のこの段階では、おっしゃるところがあるんですけれども、ただ、

この場が住民の方の声というふうに捉えております。町としては捉えております。また、

町の公共交通の会議でも、住民代表の方が出られていますので、そこも住民の皆様の声

という形で、そういった機会を活用しながら住民さんの声は取るといいますか確認して

いきたいというふうに考えております。 

○西田委員 金剛バスがこういう問題になって、ネットでもテレビ、新聞でもバスの問題

が至るところであるんですけれども、そこそこの自治体でどうやっていくかというのを

考えている。やはり１つ面白かったのが、全住民さんが１年間に１回乗ってもらうだけ

でも、そこはそれを言っているから人口が多いのかな。それとも１回乗るのにお金が高

いのかな。それで大体ペイできますみたいな自治体の発言があったりとかして、うちは

そんなにならないけれども、寄付がとかいうのも１つの手でしょうけれども、皆さんこ

れを守るために、１年に１回ちょっとご利用してみてください。住み続けていたら、絶

対免許を返納して使わなあかん。それはそのときに、気づいたら、乗れなかったからな

くなっていたというたら、将来性がなくなっちゃうじゃないですか。そういうことも含

めて、何やろ、お金を出してもらわないと持続できないではなくて、自分たちのために

と思えるような仕掛けというのも考えてもらいたいですし、面白いなと思ったのは、ス

クールバスとかいう話もありましたけれども、子どもが乗ったら、子どもさんもお母さ

んもお父さんも乗ったりとかしますし、元々コミュニティバスが走り出したら、前の小

川先生なんかは、いろんな仕掛けで若い人たちも子どもたちも乗れるように、バスの中

に児童の絵を貼ろうかとか、そういう子どもたちが１日乗れる日をつくろうかとか、い

ろいろなことを考えていましたけれども、こういうことがあって中々ないんですけど、
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ある自治体は、子どもが乗りやすく、乗りたくなるということで、子どもの席をつくっ

て、子どもが喜ぶような、うちのコミュニティバスにかわいらしい女の子のをやってい

ますけど、あんな感じです。やっぱりバスに乗りたいお母さんと言って、乗っているこ

とがあったりするので、何やろ、利益率を上げるために料金を上げるのではなくて、乗

りたくなる、乗車率で上げて収入を得られる、その方向をもうちょっと考えていただき

たいので、それは要望しておきます。よろしくお願いします。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○斧田委員長 ありがとうございます。なしの声がありました。 

 ないようでございますので、討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○西田委員 議案第３５号、令和５年度太子町一般会計補正予算（第８号）について、意

見を付けて賛成の立場で討論を行います。 

 ５月１９日、４市町村長にバス廃止を申し入れた金剛自動車は、乗務員の離職を防ぐ

ため、自社が公表するまで非公表とするよう情報を抑え込んでいました。やむにやまれ

ない事情とはいえ、これにより私たち４市町村の議員に知らされたのが９月８日です。

９月１１日に金剛自動車株式会社が、１２月２０日をもって路線バス事業を廃止すると

発表した後、住民の不安の声が広がっています。１２月２１日から住民の交通の便をど

う確保するのか、太子町地域公共交通会議の猪井会長は、医療で例えると、出血してい

る状況であると表現しました。１２月２１日から新たな交通体系で走らせようと思えば、

１か月前の１１月２０日までに申請を上げなければ間に合わないとのことで、猛スピー

ドで準備が進められており、４市町村の担当職員は残業が続き、体を壊さないか周囲に

心配されるほどだとお聞きしております。 

 まずは、当面は、当の太子町が近鉄バス、コミュニティバス２台を走らせることを考

えるだけ、これだけでも大変です。また、住民の方で、バスを利用されている方は、圧

倒的に高齢者が多いと思うのですけれども、新たなルート、時刻表など、また一からで

すから、戸惑うことも多いと思います。疑問に思うのは、時間との勝負の中で、なぜク

ラウドファンディングなのでしょうか。職員さんの仕事が増えるだけではないのでしょ

うか。１千万円目標で１割に届いたとしても１００万円、手数料を払い、返礼品を届け
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ると一体どれぐらいの金額になるのか、これは当てにしていいのか、定かではありませ

ん。 

 考えなければならないことは多々ありますけれども、一般会計補正予算（第８号）、

この地域公共交通事業２千６３５万１千円がなければ、バスを走らせることができませ

ん。１２月２０日の１か月前までには申請できるようにしなければならない。時間との

勝負の中ですので、意見を付けての賛成の討論といたします。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○斧田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３５号は原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○斧田委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３５号、令和５年度太子町一般会計補正予算（第８号）は原案どおり

可決することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 これにて委員会を閉会いたします。 

 本日はお疲れさまでございました。 

午前１１時４９分 閉 会 
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